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規 則

北海道総務部手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。
平成２３年５月１３日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第２８号

北海道総務部手数料条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
北海道総務部手数料条例の一部を改正する条例（平成２３年北海道条例第１０号）の施行期日
は、平成２３年５月１３日とする。
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